
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7 章 総合評価 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 



 

137 

第 7 章. 総合評価 

本事業の実施が環境に及ぼす影響の評価は、以下の 2 つの視点から行った。 

 

①調査及び予測の結果並びに環境保全措置を検討した場合においては、その結果を踏

まえ、対象事業の実施により選定項目に係る要素に及ぼすおそれのある影響が、事業者

の実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されており、必要に応じその他の方法に

より環境保全についての配慮が適正になされているかどうか。 

 

②国又は地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって、選定項目に係る

環境要素に関して基準及び目標が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び

予測の結果との間に整合が図られているか。 

 

 本事業の実施が環境に及ぼす影響については、既存の知見及び現地調査結果を踏まえ

て予測を行うとともに、環境保全措置の検討を行った結果、環境の保全に係る基準又は

目標との整合性は概ね図られ、環境への影響は環境保全措置の実施により事業者の実行

可能な範囲内でできる限り回避・低減されることから、環境保全への配慮は適正である

と判断した。 

 さらに、現在の知見では予測し得ない環境上の影響が生じた場合においても、必要に

応じて環境保全のための方策を講じることにより、本事業の実施による環境影響をでき

る限り小さくすることは可能であると考えられる。 

 


